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緊急事態宣言発令による活動休止のお知らせ 
 
	 春を迎え暖かい日々が増える一方、新型コロナウイルス拡大で不安な日々を

お過しのことと存じます。並びに保護者の皆様には日頃より当クラブ活動にご

理解･ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 
本日 2020年 4月 7日、政府より埼玉県に緊急事態宣言が発令されました。
伴いまして当クラブでは 2020年 5月 6日までの全ての活動及び、クラブ業務
を休業させていただく決定を致しました。 
一番大切なのは命であり、今は外出を控え健康な身体でいることを優先すべ

きだと判断致しました。皆様のご理解ご協力の程、お願い申し上げます。 
 

記 
 
【クラブ休業期間】 
・2020年 4月 8日(水)から 5月 6日(水)まで 
 
【対象】 
・育成スクール/普及プログラム 
・チーム活動 (U-12～TOPチームの全て) 
・クラブ事務局	 ※お問合せは、メールにて対応させていただきます。 
 
【休止となったレッスンについて】 
・各種目、レッスンごとに会員の皆様へご案内させていただきます。 
 
【再開について】 
・5月 7日(木)以降、活動再開の予定です。4月下旬を目途に会員の皆様へご案
内させていただきます。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

 
 
以上 


